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１投
資
信
託
は
税
法
上
、
投
資
対
象

を
公
社
債
に
限
定
し
た
「
公
社

債
投
資
信
託
」
と
、
公
社
債
に
限
定
さ

れ
な
い
（
株
式
等
に
投
資
す
る
）「
株

式
投
資
信
託
」
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
ま

た
、
広
く
一
般
に
投
資
を
募
る
公
募
型

と
、
そ
う
で
は
な
い
私
募
型
と
い
う
区

別
も
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
は
、
公
募
株
式
投
資
信
託
の

課
税
の
仕
組
み
を
、「
一
般
口
座
・
特

定
口
座
（
源
泉
徴
収
な
し
）」「
特
定
口

座
（
源
泉
徴
収
あ
り
）」「
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
・

ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
に
分
け
て
見
て

い
き
ま
す
。

　

公
募
株
式
投
資
信
託
で
課
税
が
発
生

す
る
場
面
と
し
て
は
、
㋐
分
配
金
の
支

払
い
を
受
け
た
と
き
、
㋑
投
資
信
託
の

換
金
（
解
約
請
求
や
買
取
請
求
）
ま
た

は
償
還
に
よ
り
差
損
益
が
生
じ
た
と
き

の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。

　

税
法
上
、
公
募
株
式
投
資
信
託
は
上

場
株
式
と
併
せ
て
「
上
場
株
式
等
」
と

い
う
区
分
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り

以
下
で
は
、
公
募
株
式
投
資
信
託
に
つ

い
て
説
明
し
ま
す
が
、
合
わ
せ
て
上
場

株
式
に
も
同
じ
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

分
配
金
は
総
合
課
税
か 

申
告
分
離
課
税
か
を
選
択

一
般
口
座
・ 

特
定
口
座（
源
泉
徴
収
な
し
）に 

投
資
信
託
を
預
け
た
場
合

㋐
分
配
金
へ
の
課
税

　

公
募
株
式
投
資
信
託
の
分
配
金
に
は

「
普
通
分
配
金
」「
特
別
分
配
金
」
の
２

種
類
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
う
ち
特
別
分

配
金
は
投
資
家
が
投
資
し
た
お
金
を
分

配
金
と
い
う
形
で
投
資
家
へ
戻
す
も
の

で
、
非
課
税
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

普
通
分
配
金
は
投
資
信
託
の
運
用
益

の
分
配
と
な
り
、
こ
ち
ら
に
は
配
当
所

得
と
し
て
税
金
が
か
か
り
ま
す
。
具
体

的
に
は
、
支
払
い
の
際
に
20
・
３
１
５

％
（
所
得
税
15
％
、
復
興
特
別
所
得
税

０
・
３
１
５
％
、
住
民
税
５
％
）
が
源

泉
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　

普
通
分
配
金
は
本
来
は
確
定
申
告
が

必
要
で
す
が
、
支
払
時
点
で
源
泉
徴
収

さ
れ
て
い
る
た
め
、
確
定
申
告
を
行
わ

な
い
ま
ま
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

（
申
告
不
要
と
い
う
）。
一
方
で
確
定
申

告
を
行
う
場
合
に
は
、「
総
合
課
税
」

か
「
申
告
分
離
課
税
」
か
を
選
択
し
ま

す
。

　

総
合
課
税
を
選
択
す
る
と
配
当
控
除

を
適
用
で
き
ま
す
が
、
上
場
株
式
等
の

譲
渡
損
と
の
通
算
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま

た
所
得
税
は
超
過
累
進
税
率
（
＋
復
興

特
別
所
得
税
）、
住
民
税
は
10
％
で
課

税
さ
れ
ま
す
。

　

申
告
分
離
課
税
を
選
択
し
た
場
合
に

は
配
当
控
除
は
適
用
で
き
な
く
な
り
ま

す
が
、
上
場
株
式
等
の
譲
渡
損
と
通
算

は
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て

通
算
後
の
額
に
20
・
３
１
５
％
の
税
率

が
課
さ
れ
ま
す
。

　

通
算
す
る
こ
と
の
で
き
る
上
場
株
式

等
の
譲
渡
損
と
は
、
上
場
株
式
の
譲
渡

損
や
公
募
株
式
投
資
信
託
の
差
損
な
ど

が
あ
り
、
そ
の
年
に
発
生
し
た
も
の
の

ほ
か
、
過
去
３
年
の
上
場
株
式
等
の
譲

渡
損
で
確
定
申
告
を
し
て
本
年
に
繰
り

越
さ
れ
て
き
た
も
の
も
通
算
可
能
と
な

り
ま
す
。

損
失
が
出
て
い
る
場
合
も 

確
定
申
告
を
行
う

㋑
差
損
益
へ
の
課
税

　

公
募
株
式
投
資
信
託
を
解
約
請
求
・

買
取
請
求
・
償
還
（
以
降
、
解
約
）
で

換
金
し
た
場
合
、
そ
の
差
損
益
に
は
譲

渡
所
得
に
か
か
る
課
税
の
問
題
が
生
じ

ま
す
。

　

利
益
が
出
て
い
る
場
合
、
一
般
口
座

や
特
定
口
座
（
源
泉
徴
収
な
し
）
で
は

源
泉
徴
収
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、

お
客
様
は
利
益
に
つ
い
て
確
定
申
告
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

確
定
申
告
を
行
う
場
合
に
は
申
告
分

離
課
税
に
な
り
、
そ
の
年
と
過
去
３
年

の
上
場
株
式
等
の
譲
渡
損
や
、
そ
の
年

の
申
告
分
離
課
税
を
選
択
し
た
上
場
株

式
等
の
配
当
等
と
通
算
し
、
通
算
後
の

利
益
に
20
・
３
１
５
％
の
税
率
が
課
さ

　投資信託を一般口座・特定口座で管理した
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投資信託の 課税の仕組みと
公社債の 税制変更ポイント

投
資
信
託
の
分
配
金
や

差
損
益
へ
の
課
税
は

こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る

図表1　一般口座・特定口座（源泉徴収なし）の課税の仕組み

普通分配金 差損益（譲渡損益）

源泉徴収
（20.315％）

申告不要
（課税はここで終了）

総合課税
所得税は超過累進税率
＋復興特別所得税、
住民税は10％で課税

確定申告
以下のどちらか

を選択

申告分離課税

通算

通算しきれない譲渡損は翌年へ繰越

確定申告

申告分離課税

確定申告で本年に繰り
越された過去３年の上
場株式等の譲渡損

　　 
特定口座（源泉
徴収なし）では、
譲渡損益は自動
通算される

申告分離課税の計算過程で
上場株式等の譲渡損益、配
当等、過去３年の上場株式
等の譲渡損とが通算される
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●平成28年から公社債の取扱変更！

金融商品の税制をマスターする


